
※事前質問に対する意見と市の考え方 福祉施策審議会
令和８年５月２２日

No.
該当
ページ

当該箇所 ご意見等 ご意見の要旨 市の考え方
修正の
有無

1-1 資料１
ｐ３

２．公共交通の現状と
サービス導入の検討

資料では、「バスの運転士不足による『減便』や『路線
の廃止』が相次ぐ」 と記載されている。公共交通の縮
小は、特に自家用車を保有しない高齢者や低所得者、障
害のある市民にとって、通院・買い物・社会参加といっ
た日常生活の継続に直接的な影響を及ぼす。移動手段の
喪失は、健康状態の悪化や孤立の進行、生活不活発化な
ど、複合的な生活課題を引き起こすことが知られてい
る。しかし、資料からは、減便・廃止が市民の生活にど
の程度の影響を与えたのか、実態把握の状況が明らかで
はないように思われる。
質問： 市として、減便・廃止が生活困難層に与えた影
響をどの程度把握しているのか。また、影響評価（ニー
ズ調査・生活実態調査等）を実施する予定があるか伺い
たい。

バスの減便・廃止が市民の生
活にどの程度の影響を与えた
のか把握しているか。また、
その影響評価は実施するの
か。

　公共交通の減便・廃止が「生活困難層」に与えた影響は、把握でき
ていません。
　実態把握という観点では、流山市地域公共交通計画において、「市
内バス利用者数」を評価指標に定めているため、バス事業者に協力し
ていただき、各年度の「総利用者数」を調査する予定です。
　また、昨年度実施した高齢者約５００名を対象とした移動手段に関
する調査では、通院・買物等の日常生活において一定の移動手段は確
保されている一方で、バスの減便や路線の縮小、運転士不足など、公
共交通の供給体制に対する不安の声も多く寄せられました。
　これらの結果からは、移動支援施策の充実のみでは対応が難しく、
交通サービスそのものの維持・確保が重要な基盤であること、特に運
転士の確保や担い手の育成が持続可能な移動手段の確保において重要
な課題であることが分かります。

無

1-2 資料１
ｐ７

代替手段の検討 八木南団地地区の乗合タクシー実証実験では、「1人1回
500円」 とされている。
しかし、慢性疾患による通院頻度の高い高齢者や低所得
世帯にとっては、月数回の利用でも家計への負担が大き
くなり、結果として利用控えにつながる可能性がある。
移動は生活の維持に不可欠であり、料金設定は採算性だ
けでなく、移動困難者の生活保障の観点から検討される
べきではないかと思料する。
質問： 代替手段の料金が低所得者にとって過度な負担
とならないよう、減免制度や所得に応じた料金調整を検
討する考えはあるか伺いたい。

八木南団地地区の乗合タク
シー実証実験にあたり、低所
得者向けの減免制度や所得に
応じた料金調整を検討する考
えはあるか。

　料金については、１回５００円で利用しやすく・高額とならない設
定としており、実証実験中の運賃改定および割引制度導入については
現時点で考えていません。

無

1-3 資料１
ｐ１０

２．外出支援サービス 外出支援サービスの対象者要件として、「市民税非課税
世帯」「家族の送迎がいない」「類似サービス未利用」
など複数の条件が課されている。
これらの要件は公平性を保つための基準である一方、実
際には支援が必要であっても対象外となる高齢者が一定
数存在する可能性がある。特に、家族がいるものの実質
的な支援が得られない世帯や、申請手続きが困難な高齢
者など、制度の狭間に落ちるケースが懸念される。
質問： 対象要件が厳しいことによる支援漏れの実態を
どのように把握しているか。また、対象拡大や柔軟な運
用の検討があるか伺いたい。

外出支援サービスの対象要件
が厳しいことによる支援漏れ
の実態をどのように把握して
いるか。また、対象拡大や柔
軟な運用の検討があるか伺い
たい。

　外出支援サービスは、福祉有償運送の利用対象となる方のうち、経
済的な事情や生活環境等により、日常生活の中での移動が特に難しい
方に対して、医療機関への受診などを目的としてご利用いただける
サービスです。
　福祉有償運送も含めて、提供団体におけるサービス総量に限りがあ
るため、自費や他公的給付（介護保険、福祉タクシー券、生活保護
等）による移動支援の取組みが利用できる方を対象外としています。
　なお、制度の利用に至っていない方や、日常生活の中で移動にお困
りの方の状況については、高齢者なんでも相談室（地域包括支援セン
ター）やケアマネジャーからの相談事例などを通じて把握し、複数の
移動手段の案内に努めています。

無
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1-4 資料３
ｐ６～
ｐ８

１日常生活圏域の設定
（地域包括支援セン
ターの体制）

資料では、「相談件数の増加のみならず、相談内容の複
雑化・複合化への対応が課題」 とされ（p.8）、 「中
部・東部・南部の相談室に専門職を1名ずつ増員」 と記
載されている（p.6）。
しかし、8050問題、ダブルケア、認知症高齢者の増加、
権利擁護案件の増加など、地域包括支援センターが担う
課題は高度化している。これらの状況を踏まえると、増
員1名で十分に対応できるかどうかは慎重に検討する必
要があるのではないか。
質問： 現行の増員体制で十分と考えているか。また、
今後の増員計画や専門職配置の見通しについて伺いた
い。

地域包括支援センターの 現行
の増員体制で十分と考えてい
るか。また、今後の増員計画
や専門職配置の見通しについ
て伺いたい。

　国の地域包括支援センターの設置運営基準（省令）等では、第１号
被保険者（６５歳以上の高齢者）３，０００人以上６，０００人未満
ごとに、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員の三職種をそれぞ
れ１名ずつ配置することが基本とされています。
　これを踏まえ市では、国基準に基づく適正な配置を確保しつつ、よ
りきめ細やかな支援体制を確保するため、国が示す運営上の考え方
（評価指標）としての１人あたりの担当被保険者数１，５００人を参
考に、これに近づけることを目標として、段階的に増員を進めてきま
した。
　具体的には、市が定める業務委託仕様書において５か所の高齢者な
んでも相談室の合計配置基準人数について、平成３０年度２２名、令
和元年度２４名、令和５年度２９名、令和７年度３２名と、計画的に
増員を行っています。令和７年度についても、中部・東部・南部の相
談室へ各１名の増員を実施しました。
　しかしながら、全国的な専門職不足の影響もあり、募集を行っても
応募が少ない、採用に至らない、採用後の定着が難しいといった状況
も生じています。現場からも、「新たに配置しても育成に時間を要す
る」「経験のある専門職の確保が難しい」といった声が寄せられてい
ます。
　そのため、市としては増員の必要性は十分認識しているものの、現
時点では、来年度以降さらに増員することで直ちに全地区で１，５０
０人以下を達成していくことは難しい状況にあると考えています。単
に人数を増やすだけではなく、継続的かつ安定的に支援を行える体制
づくりが重要であると認識しています。
　また、高齢者支援課では、地区担当保健師が相談室職員と連携して
困難事例への対応や職員支援を行っています。今後も高齢者動向や相
談件数を踏まえ、地域包括支援センター運営協議会の意見も伺いつ
つ、必要に応じた増員を検討します。あわせて職員の育成・定着や関
係機関との連携を深め、総合的な体制強化に取り組んでまいります。

無

1-5 資料３
ｐ８～
ｐ９

5 第９期計画の取組状
況の評価

基本目標１/施策目標
１：介護予防と社会参
加、健康づくりの推進
（健康寿命の延伸）

資料では、
「通いの場」「体操」「講座」 など外出可能な高齢者
向け施策が中心である（p.8）。
一方で、低所得、独居、外出困難、精神的不調などの理
由により、通いの場に参加できない高齢者も多く存在す
る。こうした層は孤立が進みやすく、フレイルや認知症
のリスクが高まることが指摘されている。
したがって、通いの場中心の施策だけでは不十分であ
り、訪問型のフレイル予防やアウトリーチ型支援など、
参加が難しい高齢者へのアプローチが不可欠である。
質問： 在宅で孤立しがちな高齢者に対するアウトリー
チ型支援や訪問型フレイル予防の強化について、どのよ
うに検討しているか伺いたい。

在宅で孤立しがちな高齢者に
対するアウトリーチ型支援や
訪問型フレイル予防の強化に
ついて、どのように検討して
いるか伺いたい。

　現在、市では、高齢者なんでも相談室（地域包括支援センター）に
よる個別訪問や見守り活動に加え、民生委員・地区社会福祉協議会・
ケアマネジャー等の関係機関との連携により、孤立リスクのある高齢
者の把握に努めています。また、必要に応じて介護予防事業や医療・
福祉サービスへの接続を行っています。
　さらに、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の中では、健診
結果や医療・介護データ等を活用し、健康リスクの高い高齢者への個
別支援や訪問支援を実施しています。市の筋力アップ教室において
も、KDB（国保データベース）システムを活用してフレイルリスクの
ある高齢者を抽出し、個別に案内を行うことで、参加促進や家族への
働きかけにもつなげています。
　これらの関わりの中で、より積極的なアプローチが必要と判断され
る場合には、事業対象者や要支援の認定につなげ、短期集中予防サー
ビス（訪問型サービスC）として、保健師等の専門職が自宅を訪問
し、生活機能の改善や外出機会の確保に向けた支援を行っています。
　また、高齢者なんでも相談室においても、地域の高齢者の実情に応
じて、フレイルリスクの高い方を対象とした健康体操教室等を開催す
るとともに、一般的な教室に参加しづらい方に対しては、個別に声か
けを行いながら参加を促すなど、継続的なフォローアップにも取り組
んでいます。
　一方で、今後さらに高齢化が進展する中におきましては、すべての
対象者に対して、行政の事業や施策のみで永続的にフレイル予防対策
を講じ続けることには、自ずと限界があることも事実です。そのた
め、今後は行政による公的支援の充実はもとより、高齢者お一人お一
人が日々の生活動作を、必要に応じて周囲の手を借りながらも主体的
に継続していただくこと、また、身近な徒歩圏内で住民が気軽に集え
る場が地域の中に存在するといった、「自助」や「互助」の取り組み
がさらに重要になってくると認識しています。

無
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1-6 資料３
ｐ９

5 第９期計画の取組状
況の評価

基本目標１/施策目標
２：介護・福祉サービ
スの充実

資料では、「住み替え相談会の実施」「住宅セーフティ
ネット法改正への対応」 などが示されている。
しかし、実際に住まいを確保できた件数、支援が届かな
かったケース、課題の分析など、居住支援の成果が資料
からは把握できない。住まいの確保は生活の安定、介護
サービスの利用、健康維持、孤立防止の基盤であり、地
域包括ケアの根幹をなすと考える。
したがって、居住支援の実効性を検証し、改善につなげ
る仕組みが必要ではないか。
質問： 居住支援の成果（住まい確保件数、支援漏れの
実態、課題等）をどのように把握しているか。また、今
後の改善策について伺いたい。

居住支援の成果（住まい確保
件数、支援漏れの実態、課題
等）をどのように把握してい
るか。また、今後の改善策に
ついて伺いたい。

　住み替え相談会については、年2回実施しており、これまでの相談
件数は１～２件程度にとどまっており、実際の住み替えに結びついた
事例は現時点ではありません。
　生活困窮者自立相談支援事業においては、自立相談支援機関（流山
市くらしサポートセンター　ユーネット）が窓口となり居住に関する
支援を行っております。令和７年度における住まいに関する相談件数
は４１件で、うち退去通知等による住まいの喪失危機の相談件数は１
２件であり、実際に住居の確保につながったのは８件となっておりま
す。
　市の居住支援における課題として、県内外からの転入等による人口
増加の影響で市内賃貸住宅の家賃が高騰していること、単身高齢者や
障害者の方等の頼れる親族がいない方の居住を忌避する物件があるこ
と等により、新たに賃貸住宅を契約することが困難となっている場合
が考えられます。
　今後の改善策として、住宅セーフティネット法担当部署や関係機関
との連携をより強化していくとともに、場合によっては他自治体での
住宅の確保も視野に入れるため、他自治体の居住支援法人や不動産業
者等との協力体制構築にも努めてまいります。

無

2-1 資料３
ｐ１０

5 第９期計画の取組状
況の評価

基本目標１／施策目標
３：
住み慣れた地域・在宅
での生活の継続を支え
る体制づくり

自治会は、地域見守り活動の協定をはじめ在宅生活存続
の要であると認識している。自治会の加入率が伸び悩ん
でいると聞いている。また他人との関わりを望まない人
が増加している中、どのように、高齢者との関わりを確
保しようとしているのか。

地域支えあい活動や高齢者の
地域での在宅生活継続にあた
り、自治会未加入者や関わり
を望まない高齢者への対応に
ついてどう考えるか。

　高齢者ふれあいの家支援事業をはじめ、ながいき１００歳体操グ
ループや通いの場など、高齢者が地域の中で気軽に交流できる、本人
にとって居心地の良い居場所づくりを進めています。
　一方で、自治会未加入者など関わりを望まない高齢者についても、
地域の中で声かけ等により参加を促すほか、高齢者なんでも相談室
（地域包括支援センター）を中心に、民生委員、地区社会福祉協議
会、介護事業所、医療機関など、地域の関係機関と連携しながら、高
齢者の状況把握や必要な支援につなげる取組を進めています。
　地域支え合い活動においても、支援や見守りを希望しない方であっ
ても、早期に異変に気づけるよう地域における緩やかな・何気ない見
守りを推進しています。
　今後も、本人が希望する社会とのつながりが持てるよう多様な主体
と連携しながら、高齢者が地域の中で安心して暮らし続けられる地域
づくりに努めてまいります。

無
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2-2 資料２
ｐ１０
１

地域福祉計画
３－２－（３）権利擁
護の推進

高齢者虐待防止法が施行されて２０年が経過するが、介
護職員の不足とも相まって虐待は減るどころか増加の傾
向にある。
市は障害者や高齢者の虐待の実態を把握しているので
しょうか。

市は障害者や高齢者の虐待の
実態やその背景を把握してい
るのか。

（障害者虐待）
　障害者虐待に関する相談・通報件数は把握しており、通報件数は増
加傾向にあります。養護者からの虐待ケースや施設従事者からの虐待
ケース、使用者からの虐待ケースなど、相談内容はそれぞれあります
が、中でも、養護者、施設従事者から虐待を受けたとする相談が多く
あります。
　市としても、広く虐待防止法について周知啓発を行っております
が、多くの障害者と関わる施設従事者に向けた周知啓発を強化するな
ど、虐待ケースの早期発見・早期対応ができるよう検討して参りま
す。

（高齢者虐待）
　全国的に相談・通報件数は増加傾向にあるなか、本市においても増
加傾向となっています。その理由として、認知症高齢者の増加に加
え、被介護者・介護者双方の高齢化や、いわゆる８０５０問題を背景
としたケースなど、複合的な課題を抱える事例も多く見られていま
す。また、家族関係や生活上の課題などから、支援につながりにくい
困難ケースも増えています。
　高齢者虐待を把握した際には、高齢者なんでも相談室（地域包括支
援センター）を中心に、本人や家族、介護事業所、医療機関、民生委
員等からの相談・通報への対応を行い、必要に応じて関係機関と連携
した支援につなげています。
　虐待の背景には複雑な要因があり、家庭内等で潜在化しやすいこと
から、早期発見・早期対応が重要であると認識しています。そのた
め、流山市高齢者虐待防止ネットワークを通じ、医療・福祉・行政等
が情報を共有し、迅速かつ適切に対応できる体制の強化や事業所への
周知啓発を推進しています。
　今後も、介護に困難や負担を感じた時になるべく早く相談できるよ
う相談しやすい体制づくりや見守り体制の強化に努めています。

無

3-1 資料１
p9

１．福祉有償運送 福祉有償運送事業の費用・運賃について
福祉有償運送事業の料金体系はどのようになっているの
でしょうか。
一般タクシーとの比較も含め、ご教示いただけますと幸
いです。

福祉有償運送事業の料金体系
はどのようになっているの
か。

　福祉有償運送事業の対価設定は、国土交通省の通達により、タク
シー運賃の８割を目安として、各事業者によって定額制、距離制など
の設定方法に基づき定めた額となっています。
　なお、各事業者ごとの対価については、各自治体で設置される福祉
有償運送運営協議会で協議が調う（承認される）ことが必要となりま
す。

無

3-2 資料１ その他 介護タクシー事業への支援について
介護タクシー事業者に対する、市としての支援制度は存
在するのでしょうか。
介護タクシー事業者の活用はどのように考えているので
しょうか

介護タクシー事業者に対す
る、市としての支援制度や活
用はどのようになっているの
か。

　介護タクシー事業者は、自費利用以外に、介護保険給付、福祉タク
シー利用券、生活保護法の適用など、利用者に合わせた公的給付が支
出されており、市として独自の支援制度はありません。

無

3-3 資料１
p13

５．福祉タクシー利用
券の交付

福祉タクシー利用券の助成内容について
スライド13ページでは「運賃の約9割を助成」とありま
すが、
これは 乗り運賃のみ* の助成なのか、
それとも 賃全体の約9割を助成しているのか、
具体的な運用をご教示いただけますと幸いです。

福祉タクシー利用券の助成内
容の具体的な運用はどのよう
になっているのか。

　福祉タクシー利用券は、タクシー運賃に対して、９割（最大で７２
０円）の助成を行う事で、障害者手帳の提示による１割引きと合わせ
て、おおむね２キロメートルの移動に係る負担を軽減するものです。
　また、迎車回送料金や車椅子などの乗降に係る費用など、運賃とは
別の料金形態である事柄については、本事業の助成対象外です。

無
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